
＜その他、取組に特徴のある事例＞

○棚田貸します制度（オーナー制度）による農地の維持

１．個別協定の概要

市町村･協定名 長野県千曲市 名月会
ちく ま し めいげつかい

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
2.2ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 0％
46万円 共同取組活動 農地・水路・農道管理 79％

100％ 管理体制に係る報酬 3％（ ）
多面的機能を増進する活動（オーナー制度の実施） 18％

協定参加者 名月会（15人）

２．取組に至る経緯

・平成11年に文化庁から「名勝地」に指定された姨捨の棚田は、かつては大きく荒廃し

ていたが 「県営ふるさと水と土保全モデル事業」が導入され約3haの棚田が整備された、

ことなどをきっかけとして、平成8年度に棚田保全推進協議会が設置され、名月会によ

る「棚田貸します制度 （オーナー制度）が実施された。」

・平成12年度からは、直接支払制度への取組みと同時に区画を増やしオーナー会員の拡

大を図り 「棚田貸します制度」を通して、棚田の保全及び景観の維持に努めている。、

３．取組の内容

・特定農地貸付法により市が棚田を地権者から借受け、名月会に作業委託している。

募集する会員は「田植え、草刈り（年 回 、稲刈り、脱穀」の年 回の各行事に参加す2 5）

る「体験コース」と作業への参加が自由な「保全コース」の 種類あり、名月会は水田2
の管理、作業の指導、保全コースの水田作業のほか交流会などを実施している。

・棚田のオーナーも順調に増加し、当初は 組であったが平成 年度においては 組17 21 111
となっている。また、地元小学校５年生にもオーナーとして参加してもらい、食農教育

の一環として農作業体験を行っている。

姨捨の棚田 オーナーによる稲刈りの様子 法面の草刈作業



［集落の将来像]
棚田を保全し、景観を将来に引き継ぐと共に、都市と農村の交流を深め地域の活性化を図っていく。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動

農地の耕作・管理 田 ha 「棚田貸します制度」によ（ ）2.2
る都市と農村との交流

共同取組活動 [棚田オーナー]
ha、 区画2.2 111

会員 組111
[体験コース]
年 回の作業を体験し、5

水路・作業道の管理 収穫できた米はすべても持
・水路 年 回 ち帰ることができる2

清掃、草刈り [保全コース]
・道路 年 回 棚田の保全を目的とした2
草刈り 会員で、作業は名月会が行

い、収穫された米を一定量
もらえる

共同取組活動 共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（年２回及び随時）

共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等

・本制度の取組みにより 「棚田貸します制度」の区画も増加し、後継者不足等により、

休耕されていた棚田が復旧された。

・また農道管理、水路管理や法面の除草等が確実に実施されるようになり、棚田が維持

され荒廃化を防止している。

・オーナー会員数の増加に伴い協定面積が拡大し、維持管理にかかる経費や作業量が増

加していく中、受け入れ側の名月会が高齢化してきている。

［平成21年度までの主な成果］

「棚田貸します制度」のオーナー数

年 度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

体験コース 58 62 59 56 57 65 70 67 68 90

保全コース 7 6 5 5 4 8 10 13 14 21

計 65 68 64 61 61 73 80 80 82 111


